
第５ 特定個人情報保護評価の実施手続 

１ 特定個人情報保護評価計画管理書 

（１）特定個人情報保護評価計画管理書の作成 
評価実施機関は、最初の特定個人情報保護評価を実施する前に、特定

個人情報保護評価計画管理書（様式１参照）を作成するものとする。 

特定個人情報保護評価計画管理書は、特定個人情報保護評価を計画的

に実施し、また、特定個人情報保護評価の実施状況を適切に管理するた

めに作成するものである。評価実施機関で実施する特定個人情報保護評

価に関する全ての事務及びシステムについて記載するものとし、評価実

施機関単位で作成するものとする。 

特定個人情報保護評価計画管理書の記載事項に変更が生じたときは、

特定個人情報保護評価計画管理書を速やかに更新するものとする。 

（２）特定個人情報保護評価計画管理書の提出 

評価実施機関は、規則第３条の規定に基づき、最初の特定個人情報保

護評価書の委員会への提出の際に、特定個人情報保護評価計画管理書を

併せて提出するものとする。その後、評価実施機関が特定個人情報保護

評価書を委員会へ提出する際は、その都度、特定個人情報保護評価計画

管理書を更新し、併せて提出するものとする。 

特定個人情報保護評価計画管理書の公表は、不要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

評価実施機関は、機関として最初に実施する特定個人情報保護評価に先立ち、特定

個人情報保護評価計画管理書を作成します。機関として初めて特定個人情報保護評価

書（基礎項目評価書、重点項目評価書又は全項目評価書）を委員会に提出する際又は

その前に、特定個人情報保護評価計画管理書も併せて提出することとなります。 

特定個人情報保護評価計画管理書は、評価実施機関が実施する特定個人情報保護評価

の全体像を記載する資料ですので、評価実施機関が実施する特定個人保護評価の対象

となる事務及びそれらの事務で使用するシステム全てについて概要を記載します。特

定個人情報保護評価計画管理書は機関で一通作成することになります。評価実施機関

は、特定個人情報保護評価計画管理書の記載事項に変更があればその都度更新し、特

定個人情報保護評価書を委員会に提出する際は、最新の状況を反映させて更新した特

定個人情報保護評価計画管理書を併せて提出することとなります。 
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Ｑ第５の１－１ 

特定個人情報保護評価計画管理書を作成する目的はどのようなものでし

ょうか。 

（Ａ） 

○ 特定個人情報保護評価計画管理書を作成する目的は、評価実施機関が実施する特

定個人情報保護評価の対象となる事務とそれらの事務で使用するシステムを中心

に、評価実施機関における特定個人情報ファイルの取扱いの全体像を把握し、特定

個人情報保護評価の実施について、計画と管理を適切に行うことです。 

○ まず、特定個人情報保護評価を実施する「事務の単位」を検討するために、特定

個人情報保護評価計画書を活用することが考えられます。多くの評価実施機関は、

数多くの事務で特定個人情報ファイルを取り扱っていると想定されます。また、そ

れらの事務に用いるために評価実施機関で運用しているシステムも複数存在し、し

かも事務とシステムとが１対１で対応してないことも想定されます。特定個人情報

保護評価は、法令上の事務ごとに実施することが原則ですが、使用しているシステ

ムとの関係等から、法令上の１つの事務を分割してあるいは複数の事務を統合して

実施することが適当な場合もあります。特定個人情報保護評価計画管理書を作成・

更新する中で、特定個人情報ファイルを取り扱う事務とシステムの全体像を把握し、

特定個人情報保護評価を実施する事務の単位について適切に判断することが期待

されます。 

○ また、特定個人情報保護評価計画管理書は、特定個人情報保護評価を実施すべき

時期を把握するためにも活用できます。特定個人情報保護評価は特定個人情報ファ

イルを保有する前、重要な変更を加える前に実施しなければなりません。また、公

表した特定個人情報保護評価書を少なくとも１年に１回は見直し、公表してから５

年を経過する前に再実施するよう努めることが求められています。特定個人情報保

護評価の対象となる事務の一覧を、特定個人情報保護評価を直近に実施した日と併

せて管理していくことで、特定個人情報保護評価の進行管理を行うことが期待され

ます。 

 

 

Ｑ第５の１－２ 

 特定個人情報保護評価の対象となる事務がなくても、特定個人情報保護評

価計画管理書を作成する必要があるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 作成しなければならないものではありません。 

しかしながら、特定個人情報ファイルを保有するものの対象人数が 1,000人未満

であるために特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない場合などに、特定個

57 
 



人情報保護評価計画管理書を任意で作成し、個人番号の利用あるいは特定個人情報

ファイルの作成が適切な範囲で行われていることを確認するために活用すること

が考えられます。 

 

 

Ｑ第５の１－３ 

 特定個人情報保護評価の対象となる事務が１つしかなくても、特定個人情

報保護評価計画管理書を作成する必要があるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 特定個人情報保護評価の対象となる事務が１つでもある場合は、その特定個人情

報保護評価の実施に先立って、特定個人情報保護評価計画管理書を作成することが

必要となります。 

 

 

Ｑ第５の１－４ 

 全体を非公表とすることができる特定個人情報保護評価書（犯罪の捜査、

犯則事件の調査、公訴の提起又は維持のために保有する特定個人情報ファイ

ルに関するもの）についても、特定個人情報保護評価計画管理書に記載する

必要があるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 記載することが必要です。 

全体を非公表とすることができる特定個人情報保護評価書であっても、委員会に

よる審査・承認（行政機関等が提出する全項目評価書）又は精査・確認（その他の

特定個人情報保護評価書）の対象であり、特定個人情報保護評価計画管理書を作成

する目的に照らし、記載することが必要となります。 

なお、特定個人情報保護評価計画管理書はその全体が非公表です。 

 

 

Ｑ第５の１－５ 

 特定個人情報保護評価計画管理書等に記載することになっている「法令上

の根拠」について、法令の数が数百あり全て記載することが困難な場合はど

のようにすればよいのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 代表的な法令上の根拠を幾つか選び、「●●法３条、■■法４条１項等」などと

記載してください。 
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２ しきい値判断 

特定個人情報ファイルを取り扱う事務について特定個人情報保護評価を

実施するに際しては、①対象人数、②評価実施機関の従業者及び評価実施

機関が特定個人情報ファイルの取扱いを委託している場合の委託先の従業

者のうち、当該特定個人情報ファイルを取り扱う者の数（以下「取扱者数」

という。）、③評価実施機関における規則第４条第８号ロに規定する特定個

人情報に関する重大事故の発生（評価実施機関が重大事故の発生を知るこ

とを含む。以下同じ。）の有無に基づき、次のとおり、実施が義務付けられ

る特定個人情報保護評価の種類を判断する（以下「しきい値判断」という。）。 

しきい値判断の結果、基礎項目評価のみで足りると認められたものにつ

いても任意で重点項目評価又は全項目評価を実施することができ、重点項

目評価の実施が義務付けられると判断されたものについても任意で全項目

評価を実施することができる。 

（１）対象人数が 1,000 人以上１万人未満の場合は、基礎項目評価（番号法  

第 27条第１項並びに規則第４条第８号イ及び第５条） 

（２）対象人数が１万人以上 10万人未満であり、かつ、取扱者数が 500人未

満であって、過去１年以内に評価実施機関における特定個人情報に関す

る重大事故の発生がない場合は、基礎項目評価（番号法第 27条第１項並

びに規則第４条第８号ロ及び第５条） 

（３）対象人数が１万人以上 10万人未満であり、過去１年以内に評価実施機

関における特定個人情報に関する重大事故の発生があった場合は、基礎

項目評価及び重点項目評価（番号法第 27条第１項並びに規則第４条第９

号、第５条並びに第６条第１項第１号及び第３項） 

（４）対象人数が１万人以上 10万人未満であり、かつ、取扱者数が 500人以

上の場合は、基礎項目評価及び重点項目評価（番号法第 27条第１項並び

に規則第４条第９号、第５条並びに第６条第１項第１号及び第３項） 

（５）対象人数が 10 万人以上 30 万人未満であり、かつ、取扱者数が 500 人

未満であって、過去１年以内に評価実施機関における特定個人情報に関

する重大事故の発生がない場合は、基礎項目評価及び重点項目評価（番

号法第 27条第１項並びに規則第４条第９号、第５条並びに第６条第１項

第２号及び第３項） 

（６）対象人数が 10 万人以上 30 万人未満であり、過去１年以内に評価実施

機関における特定個人情報に関する重大事故の発生があった場合は、基

礎項目評価及び全項目評価（行政機関等については番号法第 27条及び規

則第５条、地方公共団体等については番号法第 27条第１項並びに規則第 
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４条第 10号並びに第７条第１項及び第３項から第６項まで） 

（７）対象人数が 10万人以上 30万人未満であり、かつ、取扱者数が 500人

以上の場合は、基礎項目評価及び全項目評価（行政機関等については番

号法第 27条及び規則第５条、地方公共団体等については番号法第 27条

第１項並びに規則第４条第 10 号並びに第７条第１項及び第３項から第

６項まで） 

（８）対象人数が 30 万人以上の場合は、基礎項目評価及び全項目評価（行

政機関等については番号法第 27 条及び規則第５条、地方公共団体等に

ついては番号法第 27条第１項並びに規則第４条第 10号並びに第７条第

１項及び第３項から第６項まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

特定個人情報保護評価に要するコスト・作業量に鑑みれば、特定個人情報ファイ

ルを取り扱う事務の全てについて特定個人情報保護評価を実施しようとすると、か

えって特定個人情報保護評価が形式化・形骸化するおそれがあると考えられます。 

そこで、特定個人情報保護評価の目的を達成し、実効性のある仕組みとするため

に、必要性に応じたメリハリのある仕組みをとることとし、個人のプライバシー等

の権利利益に対して影響を与える可能性が高いと認められるものについて手厚い

特定個人情報保護評価を実施することとしています。 

具体的には個人のプライバシー等の権利利益に対し影響を与える可能性の観点

から、次の３つのしきい値判断項目に基づき、実施が義務付けられる特定個人情報

保護評価のレベルを判断することになります。しきい値判断項目を客観的に判定さ

れる項目とすることで、特定個人情報保護評価の実施レベルの振り分けが判断者の

恣意に流れないことを担保しています。 

 

《しきい値判断項目》 

１ 事務の対象人数 

２ 特定個人情報ファイルの取扱者数 

３ 特定個人情報に関する重大事故の有無 

 

「対象人数」は、より多くの特定個人情報を取り扱う場合は、不正な使用・提供

の誘因となり得る等、特定個人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクが高い

と考えられるため、しきい値判断項目としています。「取扱者数」は、少数の限定

された者にのみ情報を取り扱わせる場合に比べ、多数の者が取り扱う場合は、情報

の流出や不正な使用・提供のリスクが高まると考えられるため、しきい値判断項目

としています。「特定個人情報に関する重大事故の有無」は、国民の懸念が大きい
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と考えられ、特定個人情報に関する重大事故が発生した場合は全項目評価又は重点

項目評価を実施する必要性が高まると考えられるため、しきい値判断項目としてい

ます。 

 

なお、諸外国で採用されているプライバシー影響評価（Privacy Impact 

Assessment: PIA）においても、しきい値評価を実施してプライバシー影響評価が

必要か否かを判断しているものがあります。 

※ しきい値評価として、例えば、アメリカの連邦法である 2002 年電子政府法

（E-Government Act of 2002）や 2002年国土安全保障法（Homeland Security Act of 2002）

で義務付けられるプライバシー影響評価（PIA）では、プライバシーしきい値分析

（Privacy Threshold Analysis）が行われています。また、オーストラリアの連邦のプ

ライバシー・コミッショナーが作成したプライバシー・インパクト・アセスメント・ガ

イドでもしきい値評価（Threshold Assessment）が採用されています（平成 26 年 3 月

現在）。 

 

しきい値判断の結果、実施が義務付けられる特定個人情報保護評価のレベルが判

断され、 

① 基礎項目評価 

② 基礎項目評価及び重点項目評価 

③ 基礎項目評価及び全項目評価 

のいずれかの実施が求められることになります。 

しきい値判断の結果、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与えると考えら

れるものは、より詳細な検討・評価が行われ、これにより個人のプライバシー等の

権利利益の保護のための措置の実施が促進されるものと考えられます。 

また、番号法第 27 条においては、本来実施されるべき全項目評価について規定し

ていますが、同条に基づき法律の適用を除外するものを規則で定めるとされている

ことから、基礎項目評価、重点項目評価及び地方公共団体等の実施する全項目評価

については、規則で定めているものです。 
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＜しきい値判断フロー図＞ 
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１．対象人数について 

Ｑ第５の２－１．－１ 

 対象人数は、どのように考えればよいのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 規則において、対象人数は「特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有

する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数」をいうとされてい

ます。一般に、その事務において経常的に取り扱う特定個人情報の本人の数をいう

と考えられます。 

○ なお、本人とは、個人番号によって識別される特定の個人をいい、当該事務にお

ける受給者、被保険者等に限定されません。例えば、医療保険の場合であれば、そ

の被保険者だけではなく、被扶養者等についても個人番号を保有するのであれば、

被保険者の数だけでなく、被扶養者等の数も対象人数に含まれます。 

 

 

Ｑ第５の２－１．－２ 

 対象人数の最新値を常に正確に把握することは困難です。どのようにした

らよいのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 対象人数は１人単位や 10 人単位などの粒度で記載するものではなく、概数で 

記載することができます。 

 

 

Ｑ第５の２－１．－３ 

 特定個人情報保護評価を実施する事務において、最初に保有している個人

情報には個人番号が紐付かないものの、個人番号に紐付く個人情報が徐々に

増え、対象人数が徐々に増えていくような場合、対象人数をどのように考え

ればよいのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 個人番号の利用開始時点において保有する特定個人情報ファイルに記録される

本人の数を対象人数とするのではなく、その事務において経常的に取り扱う特定個

人情報の本人の数を合理的に推測して、対象人数を記載してください。これまでそ

の事務において経常的に取り扱ってきた個人情報の本人の数のうち個人番号と紐

付くと考えられる数、その事務において今後経常的に取り扱うことが予測される個

人情報の本人の数のうち個人番号と紐付くと考えられる数、特定個人情報の保存期

間の予測等により推測することが考えられます。システム設計上又は予算上想定し
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ている人数があれば、それを記載することも考えられます。給付申請やデータの削

除時期が集中することなどにより、対象人数が期間によってばらつきがある場合は、

これまでその事務において経常的に取り扱ってきた特定個人情報の本人の数のピ

ークの水準等により、対象人数を合理的に推測することとなります。 

 

 

Ｑ第５の２－１．－４ 

１つの事務において、複数の特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、対

象人数をどのように数えたらよいのでしょうか。 

（Ａ） 

○ それぞれの特定個人情報ファイルに記録される本人に重複がある場合、二重に算

定する必要はなく、延べ人数ではなく固有数でカウントすれば足ります。 

 

 

Ｑ第５の２－１．－５ 

   地方公共団体の宛名システムのような個人番号と既存番号の対照テー

ブルを参照できる場合は、対象人数をどのようにカウントすればよいの

でしょうか。 

（Ａ） 

○ 対象人数は、事務において経常的に取り扱う特定個人情報の本人の数をカウント

する必要があり、特定個人情報ファイルの範囲と直接結びつくとは限りません。次

の具体例を用いて説明すると、ケース①からケース③までのいずれの場合も、A給

付事務において、経常的に取り扱う特定個人情報の本人の数は１１万人ですので、

対象人数は１１万人ということになります。 

○ ただし、番号法においては、個人番号を利用することができる事務が限定されて

おり、個人番号を利用できるのは当該事務の処理に当たって必要な限度であるとさ

れています。したがって、A給付事務に携わる職員が当該事務の処理以外の目的で

特定個人情報の検索等を行うことは法令上禁止されていることから、システム上の

対策を講じるなど厳格に管理する必要があります。 

 

 

ケース① 事務システムと、個人番号と既存番号（ここでは宛名番号という。）の対

照テーブルを有するシステム（ここでは宛名システムという。）が別々のシ

ステムであるケース 
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○ ケース①の図は、次のようなケースを表しています。 

  ・ A給付事務を処理するために必要な情報として、評価実施機関では、受給者・

同居家族（保存期間中の元受給者とその同居家族を含む。以下同じ。）の特定個

人情報ファイルを取り扱っています。 

・ A給付事務では、その時点における受給者・同居家族のデータとして、既に１

０万人分のデータを事務システムの受給者DBに格納しています。 

  ・ A給付事務における今後の増減分を、新規登録によって増加する数と保存期間

の満了等により削除される者の数（以下「新規登録・削除者数」という。）を基

に合理的に予測すると、約１万人分のデータが増加することが予測され、この増

加分についても受給者DBに格納される見込みとなっています。 

  ・ 事務システムと宛名システムは別々のシステムですが、A給付事務を処理する

に当たっては、事務システム（１１万人分）の情報だけでなく、宛名番号をキー

として宛名システム（５０万人分）の個人番号にアクセスし、個人番号に紐付く

情報を参照します。 

    

 

【ケース①の図】 
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＜ケース② 事務システムの中に受給者DBと住民情報DBが存在するケース＞ 

 

○ ケース②の図は、次のようなケースを表しています。 

  ・ A給付事務を処理するために必要な情報として、評価実施機関では、受給者・

同居家族の特定個人情報ファイルを取り扱っています（ケース①と同様）。 

・ A給付事務においては、その時点における受給者・同居家族のデータとして、

既に１０万人分のデータを事務システムの受給者DBに格納しています（ケース①

と同様）。 

  ・ A給付事務における今後の増減分を、新規登録・削除者数を基に合理的に予測

すると、約１万人分のデータが増加することが予測され、この増加分についても

受給者DBに格納される見込みとなっています（ケース①と同様）。 

  ・ 事務システムの中に受給者DBと住民情報DBが存在しますが、A給付事務を処理

するに当たっては、受給者DB（１１万人分）の情報だけでなく、宛名番号をキー

として住民情報DB（５０万人分）の個人番号にアクセスし、個人番号に紐付く情

報を参照します。 

 

【ケース②の図】 
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＜ケース③ 事務システムの中の住民情報 DBにおいて、受給者の情報を一括管理する

ケース＞ 

 

○ ケース③の図は、次のようなケースを表しています。 

・ A給付事務を処理するために必要な情報として、評価実施機関では、受給者・

同居家族の特定個人情報ファイルを取り扱っています（ケース①と同様）。 

・ 住民情報DBには、全住民のデータ（５０万人分）が格納されており、A給付事

務においては、住民情報DBにおけるその時点の受給者・同居家族のデータ（１０

万人分）及び増加分のデータ（１万人分）のみ参照しています。また、業務情報

も直接住民情報DBに格納しています。 

  ・ A給付事務においては、今後の増減分を、新規登録・削除者数を基に合理的に

予測すると、約１万人分のデータが増加することが予測され、この増加分につい

ても直接住民情報DBを参照することになります。 

 

【ケース③の図】 
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Ｑ第５の２－１．－６ 

 特定個人情報保護評価を実施する事務において、システムではなく、表計

算ソフトで特定個人情報ファイルを管理し、既存番号を入手する等のため

に、宛名システムのような個人番号と既存番号の対象テーブルにアクセスす

る場合、対象人数はどのようになるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 事務の対象人数は、その事務において経常的に取り扱う特定個人情報の本人の数

となります。したがって、次の図で例示されるとおり、当該事務における対象人数

は宛名システムに格納された全ての人の数とはなりません。 

 

【図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ第５の２－１．－７ 

 特定個人情報保護評価を実施する事務において、その事務で取り扱う特定

個人情報ファイルの一部が、紙ファイルのように、特定個人情報保護評価書

に記載する必要のない特定個人情報ファイルの場合、そのファイルに記録さ

れる本人の数は対象人数に含まれるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 特定個人情報保護評価書に記載する必要のない紙ファイル等の場合、そのファイ

ルに記録される本人の数は対象人数から除くことができます。 

 

 

 

 

 

事務ファイル（個人番号利用事務等） 

・ 
・ 
・ 

宛名番号 業務情報 ４情報 個人番号 

    

 

宛名 
システム 

・ 
・ 
・ 
・   

宛名番号 個人番号 ４情報 

   
   
   
   

  

50 万人 

 

アクセス・閲覧・ 

個人番号の手入力 

当該事務の対象人数は 100人 

100 人  
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Ｑ第５の２－１．－８ 

 死者は対象人数に含まれるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 番号法では、特定個人情報とは個人番号を含む個人情報と定義されており、個人情

報は行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法及び個人情報保護法の

定義によります。 

 これらの法律における個人情報とは、「生存する」個人に関する情報であり、死者に

関する情報については、その対象とはなりません。したがって、番号法においても同

様の取扱いとなり、死者の情報は、特定個人情報には該当しません。対象人数は特定

個人情報ファイルに記録される特定個人情報の本人の数をいいますので、死者の数を

対象人数に含める必要はありません。 

 

 

Ｑ第５の２－１．－９ 

 住民基本台帳事務において、いわゆる住民登録外の特定個人情報は対象人

数に含まれるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ いわゆる住民登録外の特定個人情報であっても、事務の中で経常的に取り扱うも

のであれば対象人数に含まれます。 

 

 

Ｑ第５の２－１．－１０ 

 住民基本台帳事務において、転出により除票された人についても特定個人

情報を持ち続けることになりますが、それらの人についても対象人数に含ま

れるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 除票された人についても、事務の中で経常的に取り扱うものであれば対象人数に

含まれます。 
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２．取扱者数について 

Ｑ第５の２－２．－１  

しきい値判断の取扱者数とは実際に取り扱っている人の数をいうのでし

ょうか。 

（Ａ） 

○ 取扱者数とは、実際に取り扱っている人だけでなく、当該事務における特定個人

情報ファイルを取り扱うことができる人の数となります。 

また、当該事務を委託している場合、委託先の従業者のうち、当該特定個人情報

ファイルを取り扱う者も取扱者数に含みます。 

 

 

Ｑ第５の２－２．－２ 

住民記録システムのように、住民記録の担当部署だけでなく、他の事務を

担当する部署の職員も当該システムにアクセスできるような場合、そのよう

な他の部署の職員も取扱者数に含めるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 「特定個人情報を取り扱う職員・委託先の人数」とは、当該事務において特定個

人情報ファイルを取り扱うシステム等にアクセスできる人の数となりますので、他

の事務を担当する部署の職員であっても、当該特定個人情報ファイルにアクセスで

きるのであれば、住民記録に関する事務における取扱者数に含まれます。ただし、

他の事務の担当する部署の職員が住民記録システムにアクセスできないようにア

クセス制御している場合であって、住民記録システムのデータを他のシステムにコ

ピーするなどにより、他の事務において使用する場合は、住民記録システム上で保

有される特定個人情報ファイルと当該コピーとは別々の特定個人情報ファイルに

なりますので、当該コピーにアクセスできる人の数は、住民記録に関する事務にお

ける取扱者数には含まれません。 

（※）いずれの場合も、「住民記録に関する事務」から「他の事務」への特定個人情

報の移転になります。Ｑ第２の９－１及びＱ第２の９－２も併せてご参照ください。 
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Ｑ第５の２－２．－３ 

 特定個人情報保護評価を実施する事務において、その一部が紙ファイルの

みを用いて実施するなどの理由により特定個人情報保護評価の実施が義務

付けられない事務であり、その義務付けられない事務にのみ従事する者は、

取扱者に該当するのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない事務にのみ従事する者は、取扱

者数から除くことができます。 

例えば、地方公共団体における児童手当事務において、地方公共団体の職員に対

する児童手当事務にのみ従事する職員や、紙ファイルのみを取り扱う職員等は取扱

者から除くことができます。 

 

Ｑ第５の２－２．－４ 

 特定個人情報ファイルの取扱いを外部に委託している場合、特定個人情報

ファイルの取扱者数はどのように計上すればよいのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 委託先で特定個人情報ファイルを取り扱う従業者の数を確認して、計上すること

となります。なお、再委託、再々委託などを行っている場合は、再委託以降の従業

者の数も含めて、計上してください。 

 

 

Ｑ第５の２－２．－５ 

 特定個人情報ファイルの取扱者数には、システム保守のために特定個人情

報にアクセスする者も含まれるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ システム保守のためにアクセスする者でも、特定個人情報にアクセスできる者に

ついては、取扱者数に含めます。 
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３．重大事故の発生について 

Ｑ第５の２－３．－１ 

 しきい値判断における重大事故の発生の対象は、「特定個人情報に関する」

事故に限られていますが、そのような限定がかかっていない全項目評価書や

重点項目評価書とは対象が異なるということでしょうか。 

（Ａ） 

○ しきい値判断における重大事故の対象は特定個人情報である一方、全項目評価や

重点項目評価における重大事故の対象は個人情報であり、重大事故の対象が異なり

ます。 

 

Ｑ第５の２－３．－２ 

 重大事故の発生について、「評価実施機関における」とありますが、特定

個人情報保護評価の対象の事務と全く関わりのない他部署が重大事故を発

生させた場合も該当するのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 該当します。 

重大事故が発生した場合、その事故を起こした事務や部署だけではなく、評価実

施機関全体に対する国民・住民の信頼に関わると考えられることに加え、事故が発

生した要因の分析及び再発防止策については、評価実施機関全体で取り組む必要が

あるとの考え方によるものです。 

 

 

４．その他 

Ｑ第５の２－４．－１ 

 しきい値判断の結果、基礎項目評価のみで足りると認められたものについ

ても、任意で重点項目評価又は全項目評価を実施することができるとありま

すが、どのような場合に実施したらよいのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 個人のプライバシー等の権利利益に対して影響を与え得る特定個人情報の漏え

い等のリスクに対して対策を講じているということを、国民・住民に対して、よ

り詳細に宣言したい場合など、各評価実施機関がより詳細な特定個人情報保護評

価が必要であると判断した場合には、基礎項目評価の対象であっても重点項目評

価書様式や全項目評価書様式を用いて評価を実施することが考えられます。 

この場合に番号法令に基づき義務付けられるのは基礎項目評価の実施であり、
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それ以上の措置は任意の取組ですので、必ずしも重点項目評価又は全項目評価で

求められている全ての手続等を実施する必要はなく、例えば全項目評価書様式を

用いて特定個人情報保護評価書を作成するものの国民（地方公共団体等にあって

は住民等）からの意見聴取は行わないなどの対応も可能です。 
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